
の

請
願
書
は
賛
成
・

反
対
両
派
の

論
争
点
で

あ
っ

た
三
郡
移
管
が
神
奈
川
県
の

経
済
に
と
っ

て
ど
う

い

う
意
味
を
も
つ

か
に

対
し
注
目
す
べ

き
見
解
を
述
べ

て
い

る
。

殊
ニ

多
摩
川
治
水
費
ハ

県
下
三
大
川
中
其
支
出
額
第
一

ヲ

占
ム

ル

モ

ノ

ナ
レ

ハ

、

他
ノ

各
郡
ハ

三

郡
ノ

為
メ

ニ

却
テ

負
担
ヲ

重
ク
ス

ル

ノ

事
実
ナ
レ

ハ

三
郡
ヲ

東
京
府
ニ

編
入
ス

ル

ト
キ
ハ

却
テ
一

県
ノ

経
済
上
負
担
ヲ

軽
ク

ス

ル

ノ

結
果
ニ

至
ル

ベ

キ
ナ
リ
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

五
六
）

三
多
摩
郡
を
東
京
府
に

移
せ
ば
負
担
が
軽
く
な
る
と
い

う
こ

の

露
骨
な
地
域
エ

ゴ

の

主
張
の

背
後
に

は
三
多
摩
自
由
党
に

対
す
る
強
烈
な
反
感
が
あ
っ

た
。

こ

う
し
た
地
域
エ

ゴ

と
反
自
由
党
を
結
び
つ

け
る
や
り
方
は
高
座
郡
の

や
り
直
し
県
会
議
員
選
挙
で

も
一

貫
し
て
い

た
こ

と
は
す
で

に

第
四
節
で

み
た
と
お
り
で

あ
る
。

三多摩移管賛成の文書　東京都公文書館蔵

高
座
郡
の

改
進
派
が
請
願
書
を
出
し
た
二

十
三
日
、

こ

れ
ま
で

独
自
の

移
管
運
動
を
推
進
し
て

き

た
北
多
摩
郡
の

吉
野
泰
三
ら
二
十
一

名
は
、

三
摩
郡
有
志
百
名
総
代
と
し
て

東
京
府
庁
を
訪
ね
市
会

議
員
と
運
動
方
法
を
協
議
し
、

そ
の

足
で

貴
・

衆
両
院
へ

請
願
書
を
提
出
し
た
。

政
府
及
び
東
京
府
の

移
管
理
由
が
も
っ

ぱ
ら
「
帝
都
」
の

水
道

問
題
に

力
点
を
置
い

て

い

た
が
、

こ

の

請
願
書
で

は
、

甲
武
鉄
道
の

開
通
に

よ
る
多
摩
地
域
と
東
京
府
と
の

経
済
の
一

体
制
に

力
点
を
置
い

て
い

た
。

反
対
派
の
運
動

三
郡
移
管
反
対
運
動
の

中
心
は
言
う
ま
で

も
な
く
三
多
摩
郡
の

自
由
党
で

あ
っ

た
。

彼
等
に

し
て

み
れ
ば
知
事
罷
免
運
動
に

奔

走
し
て
い

る
最
中
に

返
り
討
ち
に

あ
っ

た
よ
う
な
も
の
で

あ
っ

た
。

彼
等
県
内
の

反
対
派
は
芝
公
園
の

神
奈
川
県
中
央
通
信
所

を
本
部
と
し
た
。

二

月
二

十
一

日
津
久
井
郡
の

県
会
議
員
岡
部
芳
太
郎
、

横
浜
の

県
会
議
員
鈴
本
稲
之
輔
ら
神
奈
川
県
の

自
由
党
の

有
志
は
東
京
府
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庁
を
訪
ね
、

府
会
議
長
と
面
談
し
た
。

ま
た
、

翌
二
十
二
日
は
政
府
及
び
府
知
事
に

陳
情
し
た
。

こ

う
し
た
行
動
を
皮
切
り
に
、

請
願
書
の

議
会
や

政
府
へ

の

提
出
、

議
員
や
政
府
関
係
者
へ

の

陳
情
、

趣
意
書
の

配
布
等
様
々

な
活
動
を
展
開
し
た
。

大
森
県
治
局
長
が
、

衆
議
院
特
別
委
員
会
で
、

内
海
忠
勝
県
知
事
が
三
多
摩
郡
の

東
京
府
へ

の

移
管
は
差
し
支
え
な
し

と
上
申
し
た
旨
を
明
言

し
、

こ

れ
が
三
多
摩
郡
に

伝
わ
る
や
、

郡
民
の

怒
り
は
頂
点
に

達
し
た
。

二

十
四
日
南
多
摩
郡
八
王
子
町
等
二

十
か
町
村
、

北
多
摩
郡
三
ッ

木
村
等

五
か

村
、

西
多
摩
郡
青
梅
町
等
二

十
三
か
町
村
の

町
村
長
は
抗
議
の

請
願
書
を
衆
議
院
に

呈
出
し
た
。

請
願
書
は
、

水
道
問
題
は
東
京
市
全
体
の

飲

料
に

係
わ
る
こ

と
で

あ
り
、

且
つ

東
京
は
「
帝
国
」
の

首
府
、

宮
城
の

あ
る
所
で

あ
り
、

こ

の

問
題
を
他
府
県
と
同
様
に

扱
う
こ

と
は
で

き
な
い
。

ま
た
、

我
々

は
自
己
の

利
益
に

拘
泥
し
て
い

る
訳
で

は
な
い

と
前
置
き
し
な
が
ら
次
の

よ
う
に

論
じ
た
。

囂
々

泣
討
ス

ル

郡
民
ノ

困
難
ヲ

顧
ミ

ズ
シ

テ
一

刀
両
断
ノ

処
置
ニ

出
ル

コ

ト
或
ハ

止
ム

ヲ

得
ザ
ル

モ

ノ

ア
ラ
ン
、

三
郡
ノ

人
民
ト

雖
モ

涙
ヲ

呑
ン

デ
之
レ

ヲ

忍
バ

ザ

ル

可
カ
ラ
ザ
ル

事
ア

ラ
ン
、

雖
然
如
斯
ハ

周
密
ノ

調
査
ヲ
尽
ス

モ

他
ニ

適
当
ノ

途
ナ

キ
時
ニ

シ

テ
始
メ

テ

然
ル

モ

ノ

ナ
ラ
ザ
ル

ベ

カ
ラ
ズ
、

然
ル

ニ

今
ヤ

杜
撰
粗
漏

ノ

方
法
ヲ

専
決
シ

深
ク

三
郡
人
民
ノ

利
害
ヲ

考
査
セ

ズ
隠
密
ノ

間
ニ

計
画
シ

議
院
ノ

閉
期
切
迫
シ

テ

議
事
繁
劇
ナ
ル

ヲ

窺
ヒ

突
然
提
出
ス

ル

如
キ
ニ

至
リ
テ
ハ

陰
険

ニ

非
ラ
ズ
ン
バ

軽
躁
ノ

極
ト
云
ハ

ザ
ル

可
ラ
ズ

（「
泣
血
百
拝
貴
衆
両
院
議
長
ニ

哀
告
ス

」
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

六
一

）

「
帝
都
」
の

水
道
問
題
を
ふ

り
か
ざ
し
、

充
分
な
郡
民
の

利
害
の

調
査
も
せ

ず
、

郡
民
の

意
志
を
一

切
問
う
こ

と
な
く
、

東
京
府
の

意
向
と
神
奈
川

県
知
事
の
一

遍
の

上
申
書
で

三
郡
移
管
を
決
定
し
た
政
府
へ

の

精
一

杯
の

抗
議
で

あ
っ

た
。

彼
等
三
郡
の

町
村
長
を
始
め
助
役
、

町
村
会
議
員
等
は

二
十
五
日
一

斉
に

辞
職
し
、

役
場
を
閉
じ
て

最
大
限
の

抗
議
行
動
に

出
た
。

こ

う
し
た
三
多
摩
郡
の

反
対
派
に

押
し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

し
て
、

翌

二
十
六
日
神
奈
川
県
県
会
議
員
五
十
名
は
連
署
し
て

移
管
反
対
の

請
願
書
（「
東
京
府
及
神
奈
川
県
境
域
変
更
ニ

関
ス

ル

法
律
案
ニ

反
対
ル

理
由

」
資
料
編

11

近
代
・

現
代
⑴
一

六
〇
）
を
提
出
し
た
。

こ

の

請
願
書
は
三
郡
町
村
長
の

そ
れ
と
そ
の

論
点
を
異
に
し
て
い

た
。

同
書
が
注
目
し
た
の

は
「
我
県
唯

一

ノ

物
産
タ
ル

繭
生
糸
」
の

中
心
市
場
、

「
神
奈
川
県
財
源
ノ

府
」
と
し
て

の

三
多
摩
郡
で

あ
り
、

力
点
は
県
財
政
上
の

問
題
で

あ
っ

た
。

三
郡
町
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村
長
の

請
願

書
の

鋭
く
指

摘
す
る
地
方

自
治
を
無
視

し
た
法
律
案

の

作
成
過
程

や
そ
の

議
会

へ

の

提
出
に

み
ら
れ
る
政
治
的
性
格
へ

の

批
判
の

目
は
な
か
っ

た
の
で

あ
る
。

「東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律案ニ対シ反対スル理由書」
は印刷され配布された。　小島幸康氏蔵

第55表　三多摩分離に対する賛成
反対別署名者数県

会
議
員
の
動
静

と
こ

ろ
で

第
五
十
五
表
は
賛
成
・

反
対
両
派
の

請
願
書
署
名
者
中
県

会
議
員
の

郡
市
別
構
成
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

ま
ず
目
に
つ

く
の

は
橘
樹
郡
選
出
議
員
の

動
向
で

あ
る
。

同
郡
唯
一

の

賛
成
派
飯
田
彰
重

は
第
一

回
衆
議
院
議
員
選
挙
の

と
き
は
、

当
初
大
同
派
吉
田
正
春
の

選
挙
参
謀
と
し
て

行
動

し
、

終
盤
で

添
田
知
義
を
擁
立
し
、

飯
田
快
三
、

原
文
次
郎
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い

た
。

第

二
回
の

衆
議
院
議
員
選
挙
の

と

き
は
、

添
田
、

飯
田
（
快

）、

原
と
一

致
し
て

自
由
・

改
進
両
党
連
合
に

反
対
す
る
改
進
党
の

大
塚
成
吉
を
押
し
、

自
由
党
の

山
田
泰
造
及
び
山
田
を
支
援
す
る
島
田
三
郎
ら
と
対
立
し
た
。

し
か
し
こ

の

三
多
摩
郡
移
管
に

関
し
て
は
飯
田
彰
重
の

み
が
賛
成
派
と
し

て
、

高
座
郡
の

高
橋
伊
三
郎
ら
と
行
動
を
と
も
に

し
、

添
田
や
飯
田
（
快
）
は
彰
重
と
分
離
し
反
対
派
に

ま
わ
っ

た
。

彰
重
は
三
多
摩
郡
移
管
後
改
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進
党
に

身
を
よ
せ
て
い

っ

た
。

次
に

注
目
し
た
い

の

は
衆
議
院
議
員
島
田
三
郎
の

選
挙
地
盤
で

あ
る
横
浜
市
選
出
議
員
が
す
べ

て
こ

の

三
郡
移
管
反
対
派
と
し
て

行
動
し
た
こ

と

で

あ
る
。

彼
等
が
反
対
派
と
し
て

動
い

た
の

は
、

三
郡
の

移
管
に

よ
る
県
財
政
基
盤
の

縮
小
が
、

市
部
の

負
担
増
と
し
て

は
ね
か
え
て

く
る
こ

と
を

予
測
し
た
か
ら
で

あ
っ

た
。

反
星
亨
に

も
え
る
島
田
三
郎
主
筆
の

『
毎
日
新
聞
』
の

三
郡
移
管
賛
成
論
と
島
田
の

選
挙
地
盤
の

反
対
運
動
と
に

は
中

央
政
界
の

指
導
者
と
地
域
利
害
を
め
ぐ
っ

て

動
く
選
挙
民
と
の

ギ
ャ

ッ

プ
が
あ
ざ
や
か
に

示
し
て
い

た
。

四
　
法
案
審
議
の

経
過

山
田
泰
造
議
員
の
活
躍

三
多
摩
郡
移
管
に

関
す
る
法
律
案
の

第
一

読
会
は
、

二

月
二
十
一

日
、

本
節
冒
頭
で

述
べ

た
よ
う
に

政
府
委
員
内
務
省

県
治
局
長
大
森
鍾
一

の

趣
旨
説
明
で

始
ま
っ

た
。

こ

の

趣
旨
説
明
に

対
し
、

神
奈
川
県
第
二

区
選
出
、

自
由
党
の

山
田

泰
造
は
次
の

よ
う
に

質
問
し
た
。

「
政
府
ハ

人
民
ノ

意
志
ヲ
モ

顧
ミ

ズ
シ

テ

唯
政
府
テ
便
利
ト
云
フ
。

此
便
利
ト
云
フ

コ

ト
ハ

、

果
タ
シ

テ

人
民
ガ
便
利
デ
ア
ル

ト
云
フ

希
望
ヲ

致

シ

マ

シ

タ
カ

」（『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録

』6

）。
「
人
民
の

意
志
如
何
」、

こ

れ
こ

そ
こ

の

三
多
摩
郡
移
管
の

根
本
的
問
題
で

あ
っ

た
。

大
森
は

こ

の

山
田
の

質
問
に

答
え
て
、

三
多
摩
郡
の

人
民
か
ら
何
も
申
し
出
た
こ

と

は
な
い
。

政
府
が
郡
民
の

利
害
を
調
査
し
便
利
と
認
定
し
た
と
述
べ

た
。

こ

こ

に

は
、

ま
が
り
な
り
に

も
自
由
民
権
思
想
の

洗
礼
を
受
け
た
地
方
自
治
観
と
、

欽
定
憲
法
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い

内
務
官
僚
の

そ
れ
と
が

浮
き
彫
り
に

さ
れ
て
い

た
。

こ

う
し
た
政
府
の

姿
勢
は
こ

の

審
議
で
一

貫
し
て

い

た
。

青
森
県
選
出
の

工
藤
行
幹
が
、

も
し
上
水
の

た
め
に

管
轄
を

換
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い

う
な
ら
、

大
阪
の

水
道
も
水
源
が
京
都
府
に

あ
る
、

そ
の

場
合
大
阪
に

水
源
地
を
編
入
し
ま
す
か
と
せ

ま
っ

た
。

し
か
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し
大
森
は
こ

の

法
律
案
に

関
係
な
い

こ

と
は
答
弁
で

き
な
い

と
つ

っ

ぱ
ね
た
。

こ

の

質
問
が
こ

の

法
律
案
の

政
治
的
性
格
に
か
か
わ
る
と
こ

う
し
た

「
木
で

鼻
を
く
く
る
」
よ
う
な
答
弁
に

終
始
し
た
。

議
事
が
こ

の

法
律
案
を
附
託
す
る
審
査
特
別
委
員
の

選
挙
に

入
っ

た
。

そ
の

冒
頭
に

東
京
府
選
出
太
田
実
（
国
民
協
会
）
は
、

委
員
は
議
長
指
名

で

行
い
、

審
査
期
日
を
二
日
間
と

す
る
と
い

う
動
議
を
出
し
た
。

二
日
間
と
い

う
期
限
を
つ

け
た
の

は
会
期
が
迫
っ

て
い

る
と
い

う
理
由
で

あ
っ

た
。

こ

の

動
議
の

う
ち
委
員
の

議
長
指
名
は
多
数
で

可
決
さ
れ
た
が
、

二
日
間
の

期
限
は
否
決
さ
れ
た
。

こ

の

動
議
に

も
み
ら
れ
る
よ
う
に

賛
成
派

の

強
引
な
や
り
口

が
き
わ
だ
っ

て
い

た
。

審
査
特
別
委
員
の

政
党
別
構
成
は
次
の

よ
う
に

な
っ

て
い

た
。

自
由
党
四
名
　
工
藤
行
幹
（
青
森
）、

小
田
貫
一

（
広
島
）、

石
坂
昌
孝
（
神
奈
川
）、

山
田
東
次
（
神
奈
川
）

同
盟
倶
楽
部
三
名
　
楠
本
正
隆
（
東
京
）、

浅
尾
長
慶
（
山
梨
）、

関
戸
覚
蔵
（
茨
城
）

改
進
党
一

名
　
犬
養
毅
（
岡
山
）

国
民
協
会
一

名
　
平
林
久
衛
（
東
京
）

以
上
九
名
の

う
ち
委
員
長
に
は
工
藤
、

理
事
に

は
関
戸
が
選
ば
れ
た
。

党
派
別
で

は
反
対
派
が
不
利
で

あ
っ

た
が
、

関
戸
が
反
対
派
に

ま
わ
っ

て
、

か
ろ
う
じ
て

過
半
数
を
占
め
た
。

投
渡
木
取
払
事
件

二

月
二

十
七
日
、

午
前
八
時
三
十
分
八
王
子
発
の

電
報
が
東
京
府
第
二

課
に

飛
び
込
ん
だ
。

発
進
人
は
西
多
摩
郡
西
多
摩
村

羽
村
東
京
府
第
二

課
出
張
所
技
手
二

木
貢
で

あ
っ

た
。

電
文
は
「
昨
夜
一

投
渡
木
払
ラ
ハ

レ

タ
リ
何
者
ノ

仕
業
ナ
ル

ヤ

不
明

今
水
仕
掛
ケ
中
」（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
「
三
多
摩
郡
引
継
書
」、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

五
八

）
と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

投
渡
木
（
＝
水
門
）
が

取
り
払
わ
れ
た
た
め
四
ツ

谷
大
木
戸
の

水
位
が
一

尺
五
寸
ほ
ど
さ
が
っ

て
し
ま
っ

た
。

こ

の

事
件
は
後
に

羽
村
の

反
対
派
指
導
部
の

中
か
ら
検
挙
者

を
出
す
こ

と
に

な
っ

た
が
（
証
拠
不
充
分
で

無
罪
）、

重
要
な
こ

と
は
こ

れ
が
議
会
審
議
に

重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
で

あ
る
。

会
期
を
あ
と
二
日
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に
ひ
か
え
た
、

こ

の

日
、

「
鉱
業
条
例
改
正
案
」
の

第
一

読
会
の

続
が
終
了
し
た
直
後
、

国
民
協
会
の

牧
朴
真
（
長
崎
）
が
こ

の

日
の

午
後
六
時
迄
に

特
別
審
査
委
員
会
の

報
告
を
求
め
る
動
議
を
提
出
し
た
。

こ

の

動
議
の

口

実
が
こ

の

投
渡
木
取
払
事
件
で

あ
っ

た
。

牧
は
言
う
「
是
（
＝

投
渡
木
）

ハ

水
門
デ
ゴ

ザ
リ
マ

ス

サ

ウ
デ
、

昨
夜
如
何
ナ
ル

者
ノ

所
業
デ
ゴ

ザ
イ
マ

ス

カ
、

或
ハ

此
組
替
ノ

コ

ト
ニ

賛
ス

ル

人
ノ

手
デ
ゴ

ザ
イ
マ

ス

カ
、

或
ハ

反
対
ス

ル

人
ノ

仕
業
デ
ア

リ
マ

ス

カ
（
中
略
）、

然
ル

処
今
朝
ニ

至
リ
マ

シ

テ
ハ

（
中
略
）
四
ツ

谷
大
木
戸
ニ

於
キ
マ

シ

テ
其
水
量
（
中
略
）
一

尺
五

寸
モ

減
シ

タ
ト
云
フ

コ

ト
デ
ゴ

ザ
イ
マ

ス
、

斯
ノ

如
ク

此
境
界
変
更
ノ

コ

ト
ニ

就
キ
マ

シ

テ
速
ニ

決
定
ス

ル

コ

ト
ガ
ゴ

ザ
イ
マ

セ

ヌ

ト
キ
ハ

、

啻
ニ

今
日
ノ

如
ク

人
心
恟
々

ト
シ

テ
居
ル

ノ

ミ

ナ
ラ
ズ
、

実
ニ

東
京
府
民
ノ

不
幸
是
ヨ

リ
甚
シ

イ
コ

ト
ハ

ナ

イ
ダ
ラ

ウ
ト
思
ヒ

マ

ス

」（「
帝
国
議
会
衆
議

院
議
事
速
記
録
」6

）。

こ

の

投
渡
木
取
払
事
件
が
反
対
派
の

仕
業
と
い

う
風
聞
は
、

す
で

に

三
多
摩
郡
、

な
か
で

も
西
・

南
両
郡
の

大
多
数
の

町
村

長
や
町
役
、

そ
れ
に

町
村
会
議
ま
で

が
辞
職
し
、

役
場
を
閉
じ
る
と
い

う
強
硬
戦
術
を
と
っ

て
い

た
だ
け
に

き
わ
め
て

当
然
に

受
け
と
め
ら
れ
た
。

こ

う
し
て

中
立
的
な
議
員
も
賛
成
派
に

ま
わ
っ

た
の

で

あ
っ

た
。

議
事
日
定
変
更
の

動
議
が
起
立
多
数
で

可
決
さ
れ
、

議
事
は
こ

の

牧
朴
真
の

動
議

の

審
議
に

入
っ

た
。

山
田
泰
造
（
神
奈
川

）
は
早
口
で

ま
く
し
た
て

た
。

三多摩郡引継書類
東京都公文書館蔵

諸
君
ハ

―
多
数
ノ

諸
君
ハ

賛
成
ノ

様
ニ

見
受
ケ
マ

ス
、

（
中
略
）
果
シ

テ

此
事
（
＝
投
渡
木
事
件
）

ガ

事
実
ナ

リ
セ
バ
、

諸
君
ニ

余
程
猛
省
ヲ

請
ハ

ナ
ケ
レ

バ

ナ

リ
マ

セ

ヌ
、

（
中
略
）
既
ニ

神
奈
川
県
ノ

西
多
摩
・

南
多
摩

―
北
多
摩
ノ

幾
分
ト
云
フ

モ

ノ
ハ

役
場
ハ

閉
ヂ
テ

仕
舞
ツ

テ
、

皆
其
事
（
＝
三

郡
移
管
撤
回
）
ノ

請
願
ヲ

シ

テ

来
ル

（
中
略
）、

之
ガ

決
セ
バ

直
グ
ニ

此
妨
害
ガ

ナ
ク
ナ
ル

ト

思
ハ

ル

ヽ

カ
、

私
ハ

サ

ウ
デ
ナ
カ
ラ
ウ
ト

思
フ
、

（
中
略
）
政
府
ノ

提
出
セ

ラ
レ

タ
ル

理
由
ハ

何
レ

ニ

ア
ル

カ
、

北
多
摩
、

西
多
摩
、

北
都
留
、

此
三
郡
ニ

関
係
シ

テ
居
ル
、

北
多
摩
、

南
多
摩
、

西
多
摩

―

南
多
摩
ハ

何
等
ノ

関
係
モ

ナ
イ
、

却
ツ

テ

関
係
ノ

ア
ル

北
都
留
郡
ヲ

省
イ
テ

斯
ノ

如
キ
コ

ト
ヲ

為
ス

ト

云
フ

ノ
ハ

果
シ

テ
如
何
、

諸
君
是
等
ノ

事
実
ニ

依
ツ

テ

見
マ

ス

ル

ト
、

政
府
ハ

此
事
ニ

就
キ
マ

シ
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テ
ハ

全
ク
一

時
ノ

政
略
ニ

出
デ
タ
ル

モ

ノ

ト

考
ヘ

ル

（
前
掲
速
記
録
）

山
田
は
必
死
で

あ
り
、

そ
の

論
旨
は
乱
れ
が
ち
で

あ
っ

た
。

し
か
し
こ

の

山
田
の

発
言
は
、

こ

の

三
郡
移
管
関
す
る
審
議
の

中
で

政
府
の

政
治
的
意

図
を
つ

い

た
唯
一

の

発
言
で

あ
っ

た
。

山
田
の

発
言
の

後
、

工
藤
特
別
委
員
長
は
、

委
員
会
の

審
議
状
況
に
つ

い

て
、

政
府
資
料
と
委
員
会
調
査
資

料
と
の

食
い

違
い

に
つ

い

て

説
明
し
、

本
日
六
時
ま
で

の

報
告
は
無
理
で

あ
る
旨
発
言
し
た
。

賛
成
派
、

改
進
党
角
田
真
平
（
東
京

）
や
牧
の

強
引

な
報
告
要
求
は
賛
成
派
の

改
進
党
の

石
井
定
彦
ら
の

反
発
を
ま
ね
き
、

牧
の

動
議
の

採
決
の

結
果
、

出
席
者
百
九
十
二

名
中
可
と
す
る
者
に

九
十
五
、

否
と
す
る
者
九
十
七
、

わ
ず
か
二

票
差
で

否
決
と
な
っ

た
。

し
か
し
工
藤
委
員
長
の

「
明
朝
第
九
時
ヲ

期
シ

テ

再
ビ

委
員
会
ヲ

開
イ
テ
、

直
様
極
ク

急
イ
デ
決
シ

テ
ソ
レ

カ
ラ
報
告
云
々

」
と
の

発
言
は
審
議
未
了
に

持
ち
込
む
反
対
派
の

戦
術
破
綻
を
意
味
し
て

い

た
。

法
案
の
成
立

翌
二

十
八
日
国
民
協
会
の

黒
田
綱
彦
（
東
京

）
か
ら
、

三
多
摩
移
管
の

法
律
案
に

関
す
る
特
別
委
員
会
の

決
議
が
す
で

に

終
了
し
、

議
長
ま
で

報
告
が
と
ど
い

て
い

る
と
聞
い

て
い

る
の

で
、

議
事
も
本
日
限
り
で

あ
る
か
ら
議
事
日
程
を
変
更
し
、

速
や
か
に

特
別

委
員
の

報
告
を
も
と
め
た
い

と
の

緊
急
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。

こ

れ
は
起
立
多
数
で

可
決
さ
れ
た
。

工
藤
委
員
長
は
、

政
府
調
査
資
料
を
批
判
し
、

三
多
摩
郡
民
が
管
轄
替
え
で

負
担
が
増
加
す
る
旨
を
詳
細
に

わ
た
っ

て

報
告
し
た
。

し
か
し
、

こ

の

報
告
の

内
容
を
詳
細
に

検
討
す
る
こ

と
な
く
、

議
事
は
先
を
急
ぎ
、

討
論
終
結
も
起
立
多
数
で

可
決
し
た
。

次
い

で

第
二

読
会
を
開
く
か
否
か
の

採
決
は
記
名
投
票
に
よ
り
出
席
者
総
数
二
百
四
十

三
、

う
ち
可
と
す
る
も
の

百
三
十
三
、

否
と
す
る
者
百
十
で

可
決
し
た
。

こ

こ

で
は
可
否
の

差
は
二

十
三
で

あ
っ

た
。

直
ち
に

第
二

読
会
を
開
く
か

否
か
に
つ

い

て

採
決
し
、

氏
名
点
呼
の

結
果
、

総
数
二
百
二

十
一

、

可
と
す
る
者
百
三
十
三
、

否
と
す
る
者
八
十
八
で

あ
っ

た
。

こ

の

間
反
対
派
議

員
二

十
二

名
が
退
席
し
て
い

た
。

こ

う
し

た
欠
席
議
員
の

中
に

神
奈
川
県
第
三
区
選
出
瀬
戸
岡
為
一

郎
が
い

た
。

渡
辺
欽
城
著
『
三
多
摩
政
戦
史

料
』
は
「
何
故
か
議
事
の

半
に

於
い

て

彼
れ
の

姿
が
議
席
よ
り
消
え
去
っ

た

」
と
述
べ

て
い

る
。

反
対
派
二

十
二
名
の

中
途
で

の

欠
席
、

な
か
で

も

三
多
摩
の

指
導
者
の
一

人
で

あ
る
瀬
戸
岡
の

欠
席
は
、

山
田
泰
造
の

必
死
の

抗
弁
と
あ
ざ
や
か
な
対
照
を
な
し
て
い

た
。

こ

の

欠
席
の

背
後
に

は
、
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自
由
党
の

本
気
で
こ

の

問
題
に

立
ち
向
か
っ

て
い

な
い

様
子
が
に

お
っ

て
い

た
。

第
二

読
会
、

第
三
読
会
と
た
て
つ

づ
け
に

政
府
原
案
を
可
決
し
、

直
ち
に

貴
族
院
へ

送
付
し
た
。

貴
族
院
は
す
で
に

議
事
を
終
了
し
て
い

た
が
、

政
府
の

要
請
で

本
会
議
を
召
集
し
、

特
別
審
査
委
員
の

付
託
及
び
読

会
を
省
略
し
、

政
府
原
案
は
た
っ

た
十
七
分
で

可
決
し
た
。

こ

う
し
て

三
月
四
日
法
律
一

二
号
と
し
て

公
布
、

四
月
一

日
施
行
と
な
っ

た
。

特
別
委
員
の
一

人
で

あ
る
楠
本
正
隆
の

次
の

よ
う
な
発
言
は
、

東
京
府
と
神
奈
川
県
と
の

国
政
上
の

位
置
の

逆
転
を
み
ご
と
に

示
し
て
い

た
。

我
々

委
員
ハ

此
便
不
便
（
東
京
府
の

便
利
、

神
奈
川
県
の

不
便
）
ノ

二
ツ

カ
分
ケ
テ
一

方
ニ

国
家
的
ノ

観
念
ヲ

以
テ
裁
断
ヲ

下
サ
ナ
ケ
レ

バ

ナ

ラ

ヌ
、

シ

テ
見
レ

バ
、

水
道
ヲ

助
ケ
ン

ト
ス

ル

コ

ト
ハ

特
別
ナ
ル

東
京
市
ノ
コ

ト
デ
ゴ

ザ
イ
マ

ス

カ
ラ
、

此
不
便
ト
此
水
道
改
良
ト
ガ

比
較
的
ニ

取
ツ

テ

易
ヘ

ラ
レ

ナ
イ
ト
云
フ

観
念

ヲ

起
シ

テ
ゴ

ザ
イ
マ

ス
、

一

千
万
円
ノ

市
債
ヲ

起
シ
、

又
国
庫
ヨ

リ
ハ

一

年
ニ

十
五
万
円
ノ

補
助
ヲ

致
シ

テ
此
大
事
業
ヲ

為
ス

ト
云
フ

コ

ト
ニ

ナ
ツ

テ

居
ル

訳
デ
、

シ

テ

見
マ

ス

ル

ト
、

ド
ウ
シ

テ
モ

之
ヲ

助
ケ

ナ
ケ
レ

バ

往
ケ
ナ
イ
コ

ト
デ
ア
ル
、

（
中
略
）
之
ニ

裁
断
ヲ

下
ス

ニ

ハ

必
ズ
一

刀
両
断
ノ

処
為
ヲ

以
テ
此
該
案
ノ

結
果

ヲ

望
ム

云
々

（
前
掲
速
記
録
）。

国
家
に
と
っ

て

の

重
要
性

―
明
治
初
年
の

多
摩
郡
は
、

ま
さ
に
こ

の

理
由
で

神
奈
川
県
管
轄
と
な
っ

た
。

今
、

同
じ
理
由
で

東
京
府
管
轄
と
な
っ

た
。

明
治
初
年
も
こ

の

時
期
も
共
通
し
て
い

る
こ

と

は
、

そ
こ

に

住
ん
で
い

る
人
び
と
の

意
志
が
一

切
不
問
に
ふ
さ
れ
、

「
一

刀
両
断
」
に

さ
れ
た

こ

と
で

あ
っ

た
。

五
　
三
郡
移
管
と
そ
の

後

三
郡
移
管
へ

の
抗
議

『
三
多
摩
政
戦
史
料
』
に

よ
る
と
法
案
成
立
の

日
、

賛
成
派
の

吉
野
泰
三
、

砂
川
源
五
右
衛
門
、

中
村
半
右
衛
門
等
は
反

対
派
の

襲
撃
に

そ
な
え
て
、

日
蔭
町
に

あ
る
宮
沢
刀
剣
店
で

護
身
用
の

業
物
を
物
色
中
、

い

き
り
立
つ

反
対
派
壮
士
約
五

十
名
に

包
囲
さ
れ
て

し
ま
っ

た
。

吉
野
ら
は
と
っ

さ
に

抜
刀
し
て

突
っ

込
み
相
手
が
ひ
る
む
す
き
に

包
囲
を
や
ぶ
り
、

一

目
散
に

遁
走
し
た
。

幸
い
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に

三
名
は
青
梅
鉄
道
の

重
役
で

あ
っ

た
た
め
、

大
宮
―
鈴
川
間
の

馬
車
鉄
道
視
察
と
称
し
て

数
日
間
身
を
か
く
し
た
と
い

う
。

先
に

み
た
投
渡
木
取

払
事
件
や
、

こ

う
し
た
暴
発
的
行
為
に
対
し
、

星
傘
下
の

『
自
由
新
聞
』
は
「
飽
ま
で

平
和
の

手
段
に

訴
へ

素
志
貫
徹
」
と
か
、

「
未
だ
暴
動
の

非

あ
る
に

非
ら
ず
、

飽
迄
立
憲
治
下
の

人
民
と
し
て

平
和
手
段
」
等
々

と
書
き
立
て
（『
羽
村
町
史
』）、

自
由
党
＝

過
激
派
の

イ
メ

ー
ジ
の

打
ち
消
し
に

力
を
そ
そ
い

で
い

た
。

星
ら
自
由
党
首
脳
は
こ

う
し
た
合
法
的
な
枠
組
を
つ

く
る
一

方
、

こ

れ
ら
移
管
反
対
の
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
党
組
織
の

整
備
拡
充

へ

と
仕
向
け
て
い

っ

た
。

そ
の

第
一

着
手
と
も
い

う
べ

き
も
の

は
、

四
節
で

み
た
武
相
支
部
結
成
へ

の

動
き
で

あ
っ

た
。

県
会
の
三
多

摩
復
旧
建
議

し
か
し
な
が
ら
、

星
ら
自
由
党
首
脳
の

思
惑
が
す
ぐ
さ
ま
実
現
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ

た
。

武
相
支
部
結
成
へ

向
け
て
の

神
奈
川

県
自
由
党
大
会
が
あ
っ

た
翌
三
月
十
六
日
通
常
県
会
が
開
か
れ
た
。

こ

の

日
は
議
長
選
挙
の

み
で

閉
会
と
な
っ

た
が
、

移
管
賛
成
派
高
座
郡
の

高
橋
伊
三
郎
、

橘
樹
郡
の

飯
田
彰
重
は
そ
の

帰
途
、

壮
士
五
十
数
名
に

取
り
囲
ま
れ
辞
職
を
せ

ま
ら
れ
た
。

高
橋
は
旅
宿
先
ま
で

壮
士
に
ふ
み
こ

ま
れ
、

警
察
官
が
間
に

入
っ

て

よ
う
や
く
難
を
逃
れ
た
。

北
多
摩
郡
の

四

名
は
始
め
か
ら
欠
席
し
て
い

た
た
め

事
な
き
を
得
た
。

翌
十
七
日
、

総
定
数
五
十
八
名
の

う
ち
移
管
賛
成
派
の

六
名
を
含
む
十
八
名
が
欠
席
し
た
。

議
長
鈴
本
稲
之
輔（
横
浜
市

）が
警
察
費
に

関
す
る
第

二

号
議
案（
一

八
九
二

年
十
二
月
通
常
県
会
が
中
途
解
散
に

な
っ

た
た
め
、

こ

の

県
会
は
十
二
月
の

継
続
で

あ
っ

た

）の
審
議
開
始
を
告
げ
る
や
否
や
、

長
谷
川

彦
八
（
高
座
郡

）
が
動
議
と
し
て

三
多
摩
郡
復
旧
に

関
す
る
建
議
案
を
提
出
し
た
。

こ

の

建
議
案
は
、

一

　
法
律
第
一

二
号
に

よ
っ

て

三
多
摩
郡
は
東

京
府
管
轄
と
な
っ

た
が
、

三
郡
人
民
は
こ

の

移
管
を
承
服
せ

ず
、

遂
に

町
村
長
、

助
役
、

町
村
会
議
員
は
概
ね
職
を
辞
し
行
政
機
関
を
停
止
す
る
に

至
っ

た
こ

と
、

二
　
三
郡
は
全
県
面
積
の

約
三
分
の
一

を
占
め
て
い

る
。

三
郡
を
分
離
し
た
か
ら
と
い

っ

て

県
行
政
機
関
を
縮
小
す
る
こ

と
は
で

き

な
い

か
ら
、

必
然
的
に

県
民
の

地
方
税
負
担
の

過
重
は
免
れ
な
い

こ

と
等
の

理
由
を
上
げ
、

政
府
は
「
民
意
県
情
」
に
反
し
た
法
律
を
撤
回
し
、

第

五
議
会
で
三
郡
の

管
轄
を
神
奈
川
県
に

復
旧
す
る
法
律
案
の

提
出
を
要
望
す
る
と
い

う
内
容
で

あ
っ

た
。

こ

の

建
議
案
は
、

移
管
賛
成
派
の

六
名
が
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全
員
欠
席
し
て
い

た
た
め
、

満
場
一

致
で

可
決
さ
れ
た
。

渡
辺
庄
次
郎
（
横
浜
市
）
が
こ

の

決
議
を
直
ち
に

確
定
議
と
す
る
よ
う
提
案
し
、

一

部
自

由
党
系
議
員
の

間
に

「
充
分
鄭
重
」
の

審
議
を
望
む
声
も
あ
っ

た
が
、

起
立
多
数
で

可
決
と
な
っ

た
。

こ

の

建
議
案
の

審
議
過
程
で
、

岡
部
芳
太
郎
（
津
久
井
郡
）
や
井
上
吉
之
助
（
南
多
摩
郡
）
等
は
前
知
事
内
海
忠
勝
（
三
月
十
日
依
願
免
職
）
が
三
多

摩
郡
移
管
に

同
意
す
る
上
申
書
を
提
出
し
た
件
に
つ

き
県
当
局
の

責
任
を
追
求
し
た
。

し
か
し
、

問
題
が
核
心
に
ふ
れ
る
と
、

田
沼
書
記
官
等
の

番

外
は
、

議
案
の

趣
旨
か
ら
は
ず
れ
て
い

る
と
し
て
、

府
県
会
規
則
を
た
て

に
一

切
明
確
な
答
弁
を
せ

ず
、

移
管
問
題
の

責
任
追
求
は
壁
に
つ

き
あ
た

っ

て

し
ま
っ

た
。

各
議
員
は
こ

う
し
た
県
当
局
の

態
度
に

業
を
煮
や
し
、

予
算
審
議
に

お
い

て
、

三
多
摩
郡
を
含
ま
な
い

原
案
を
ご

と
ご
と
に

否
決

し
、

三
郡
を
含
ん
だ
予
算
に

修
正
可
決
し
た
の

で

あ
っ

た
。

三
月
三
十
一

日
ま
で

は
三
多
摩
郡
は
神
奈
川
県
管
轄
で

あ
る
と
い

う
の

が
そ
の

理
由
で

あ
っ

た
。

し
か
し
三
郡
移
管
問
題
に

関
し
て
、

復
旧
建
議
以
外
さ
し
た
る
効
果
を
上
げ
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

土
方
房
五
郎
（
南
多
摩
郡
）
の

「
三
多
摩
分
割
ノ

事
ハ

今
一

歩
早
ク

県
制
ヲ

実
施
セ

シ

ナ
ラ
バ

斯
ル

不
幸
ニ

遭
遇
ス

ル

コ

ト
モ

ナ

カ

リ
シ

ナ

ラ

ン

」（『
神
奈
川
県
通
常
県
会
議
事
筆

記
』）
と
の

発
言
は
、

府
県
会
規
則
に
し
ば
ら
れ
た
県
会
の

無
力
を
慨
嘆
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

県
制
が
実
施
さ
れ
て

い

た

な
ら
ば
、

県
参
事
会
が

知
事
の

独
断
専
行
を
少
な
く
と
も
ふ
せ
い

で
い

た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

こ

う
し
た
や
り
場
の

な
い

自
由
党
系
県
会
議
員
の

怒
り
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、

三
多
摩
郡
民
、

と
く
に

西
多
摩
・

南
多
摩
郡
民
の

怒
り
は
一

層
激
し
い

も
の

で

あ
っ

た
。

富
田
府
知
事
へ

の
抗
議

四
月
一

日
を
以
て

三
多
摩
郡
は
東
京
府
に

編
入
さ
れ
た
。

こ

れ
に

反
発
す
る
地
元
民
の

怒
り
は
激
し
く
「
南
西
多
摩
ス

ト
ラ
イ
キ
模
様
」（『
毎
日

』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
二
日
付
）と
称
さ
れ
る
ほ
ど
行
政
麻
痺
状
態
が
続
い

た
。

こ

う
し
た
状
態

を
打
開
す
べ

く
、

四
月
五
日
府
知
事
富
田
鉄
之
助
は
三
多
摩
郡
巡
視
に

赴
い

た
。

府
知
事
巡
視
の

報
が
つ

た
わ
る
や
、

三
郡
移
管
反
対
派
の

有
力
者

八
十
余
名
は
八
王
子
駅
に

三
郡
交
渉
会
を
開
き
、

一

　
町
村
長
そ
の

地
は
復
職
す
べ

き
か
ど
う
か
、

二
　
府
知
事
に

面
会
談
判
の

件
に
つ

い

て

協
議

し
た
。

元
県
会
議
員
井
上
吉
之
助
、

小
林
儀
兵
衛
ら
五
名
を
代
表
委
員
に

選
定
し
た
。

彼
等
は
直
ち
に

南
多
摩
郡
役
所
に

府
知
事
を
訪
ね
、

我
々

は
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